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規 則

　農林業等に関する補助金交付規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成19年７月４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保
◉金沢市規則第58号
　　　農林業等に関する補助金交付規則の一部を改正する規則
　農林業等に関する補助金交付規則（昭和32年規則第31号）の一部を次のように改正する。
　別表農業振興事業の部園芸作物近代化事業の項中「30分の13以内」を「10分の６以内」に改める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年度分からの補助金について適用する。

告 示

◉金沢市告示第198号
　妊産婦、３歳未満児健康診査実施要綱（昭和48年告示第22号）の一部を次のように改正する。
　　平成19年７月４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保
　題名を次のように改める。
　　　妊産婦及び３歳未満児健康診査実施要綱
　第１条を次のように改める。
第１条　この要綱は、母性の保護と乳幼児の健全な育成を図るため、妊産婦及び３歳未満児（以下「妊産婦等」とい
　う。）に対して実施する健康診査に関し、必要な事項を定めるものとする。
　第２条第２項を次のように改める。
２　健診は、母子健康手帳に併せて交付する受診票（以下「健診受診票」という。）に掲げる項目について行う。
　第２条第３項中「健診」を「、健診」に改める。
　第３条中「健診及び精検」を「健康診査」に改める。
　第４条を次のように改める。
第４条　健診の時期は、妊婦にあっては妊娠８週、妊娠24週、妊娠30週及び妊娠36週の前後、産婦にあっては出産後
　１箇月頃、乳児にあってはおおむね生後１箇月及び６箇月、１歳児及び２歳児にあってはその誕生日ごとの前後と
　する。
　第５条中「当該母子健康手帳とじ込みの受診票」を「、健診受診票」に改める。
　第６条第１項を次のように改める。
　　健診を行った指定医療機関は、異常の有無、精検の要否その他必要事項を妊産婦又は保護者等に指示するものと
　する。
　第６条第２項中「精検受診票」を「別に定める精検受診票（ 以下「精検受診票」という。）」に改める。
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平成19年（2007年）７月４日　印刷　　　発行人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　沢　　　市
平成19年（2007年）７月４日　発行　　　発行所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　沢　市　役　所
　　　　　　　　　　　定価　120円　　   印刷所　石川県金沢市黒田１丁目65番地　　　　カネモト印刷（株）

　第８条中「健康診査受診票」を「健診受診票及び精検受診票」に改める。
　　　附　則
　この告示は、平成19年４月１日以後に母子保健法（昭和40年法律第141号）第15条の規定による妊娠の届出をした
者について適用する。
 




